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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】遠隔からの検査終了指示に依って内視鏡装置の
処理状態を検査状態から非検査状態へ適切に切り替える
ことを可能にする内視鏡システムを提供する。
【解決手段】内視鏡装置は、内視鏡２１が接続される接
続部２２１と、接続部２２１に対して、内視鏡２１が接
続されているか否かを判別する接続判別部２２２と、内
視鏡装置の処理状態を、検査状態と非検査状態とに切替
可能な状態切替部２２３と、外部装置との間で信号を送
受信する通信部２２４と、通信部２２４を経由して外部
装置から、検査状態から非検査状態への処理状態の切り
替えを指示する指示信号を取得したときに、接続判別部
２２２において接続部２２１に対して内視鏡２１が接続
されていないと判別されている場合に、状態切替部２２
３に対して検査状態から非検査状態へ処理状態を切り替
えるための制御を行う切替制御部２２５と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡装置であって、
　内視鏡が接続される接続部と、
　前記接続部に対して、前記内視鏡が接続されているか否かを判別する接続判別部と、
　前記内視鏡装置の処理状態を、検査状態と非検査状態とに切替可能な状態切替部と、
　外部装置との間で信号を送受信する通信部と、
　前記通信部を経由して前記外部装置から、前記検査状態から前記非検査状態への前記処
理状態の切り替えを指示する指示信号を取得したときに、前記接続判別部において前記接
続部に対して前記内視鏡が接続されていないと判別されている場合に、前記状態切替部に
対して前記検査状態から前記非検査状態へ前記処理状態を切り替えるための制御を行う切
替制御部と、
　を備えることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記切替制御部は、前記指示信号を取得したときに、前記接続判別部において前記接続
部に対して前記内視鏡が接続されていると判別されている場合に、前記状態切替部に対し
て前記検査状態から前記非検査状態へ前記処理状態を切り替えるための制御を行わない、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記通信部は、前記切替制御部が前記指示信号を取得したときに、前記接続判別部にお
いて前記接続部に対して前記内視鏡が接続されていると判別されている場合に、検査中で
ある旨を通知する通知信号を前記外部装置へ送信する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記内視鏡装置は、検査室の内部に設置され、
　前記外部装置は、前記検査室の外部に設置される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記検査状態は、前記内視鏡装置がデータを生成して前記データと検査中の患者に関す
る患者情報とを対応付けて記録するという処理を実行する状態を示す、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　内視鏡装置において実行される処理状態切替方法であって、
　前記内視鏡装置の処理状態を検査状態から非検査状態へ切り替える指示を表す指示信号
を外部装置から取得したときに、前記内視鏡装置に対して内視鏡が接続されているか否か
を判別し、
　前記内視鏡装置に対して前記内視鏡が接続されていないと判別した場合に、前記内視鏡
装置の処理状態を検査状態から非検査状態へ切り替える、
　ことを特徴とする処理状態切替方法。
【請求項７】
　内視鏡装置とネットワーク装置とを含む医療システムであって、
　前記内視鏡装置は、
　　内視鏡が接続される接続部と、
　　前記接続部に対して前記内視鏡が接続されているか否かを判別する接続判別部と、
　　前記内視鏡装置の処理状態を、検査状態と非検査状態とに切替可能な状態切替部と、
　　前記状態切替部を制御する切替制御部と、
　　前記ネットワーク装置との間で信号を送受信する第１の通信部と、
　を備え、
　前記ネットワーク装置は、
　　前記内視鏡装置との間で信号を送受信する第２の通信部と、
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　　前記内視鏡装置に対して前記内視鏡が切断されたか否かを判定する判定部と、
　　前記判定部において前記内視鏡装置に対して前記内視鏡が切断されたと判定された場
合に、前記内視鏡装置に対して前記内視鏡が切断された旨をユーザに報知する報知部と、
　　指示を入力する入力部と、
　を備え、
　前記第１の通信部は、前記接続判別部の判別結果を通知する通知信号を前記ネットワー
ク装置へ送信し、
　前記判定部は、前記第２の通信部を経由して前記内視鏡装置から取得した前記通知信号
に基づいて、前記判定を行い、
　前記第２の通信部は、前記入力部を経由して検査終了指示が入力されたときに、前記検
査状態から前記非検査状態への前記処理状態の切り替えを指示する指示信号を前記内視鏡
装置へ送信し、
　前記切替制御部は、前記第１の通信部を経由して前記ネットワーク装置から前記指示信
号を取得したときに、前記状態切替部に対して前記処理状態を前記検査状態から前記非検
査状態へ切り替えるための制御を行う、
　ことを特徴とする医療システム。
【請求項８】
　内視鏡装置であって、
　内視鏡が接続される接続部と、
　前記接続部に対して前記内視鏡が接続されているか否かを判別する接続判別部と、
　前記内視鏡装置の処理状態を、検査状態と非検査状態とに切替可能な状態切替部と、
　前記状態切替部を制御する切替制御部と、
　外部装置との間で信号を送受信する通信部と、
　を備え、
　前記通信部は、前記接続判別部の判別結果を通知する通知信号を前記外部装置へ送信し
、
　前記切替制御部は、前記通信部を経由して前記外部装置から、前記検査状態から前記非
検査状態への前記処理状態の切り替えを指示する指示信号を取得したときに、前記状態切
替部に対して前記処理状態を前記検査状態から前記非検査状態へ切り替えるための制御を
行う、
　ことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項９】
　ネットワーク装置であって、
　内視鏡装置との間で信号を送受信する通信部と、
　前記内視鏡装置に対して内視鏡が切断されたか否かを判定する判定部と、
　前記判定部において前記内視鏡装置に対して前記内視鏡が切断されたと判定された場合
に、前記内視鏡装置に対して前記内視鏡が切断された旨をユーザに報知する報知部と、
　指示を入力する入力部と、
　を備え、
　前記判定部は、前記通信部を経由して前記内視鏡装置から取得した、前記内視鏡装置の
接続部に対して前記内視鏡が接続されているか否かの判別結果を通知する通知信号に基づ
いて、前記判定を行い、
　前記通信部は、前記入力部を経由して検査終了指示が入力されたときに、前記内視鏡装
置の処理状態を検査状態から非検査状態へ切り替える指示を表す指示信号を前記内視鏡装
置へ送信する、
　ことを特徴とするネットワーク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置、内視鏡装置において実行される処理状態切替方法、ネットワー
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ク装置、及び、内視鏡装置とネットワーク装置とを含む医療システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内視鏡検査に使用される内視鏡システムでは、検査開始指示又は検査終了指示の
入力に応じて、内視鏡システムの処理状態を検査状態又は非検査状態へ切り替える。これ
に依り、検査前に内視鏡システムに入力された患者情報と検査中に撮影された検査画像と
の対応付けが可能となり、患者情報と検査画像とを、検査毎に切り分けて管理することが
できる。なお、内視鏡システムに含まれる内視鏡装置が内視鏡システムの全体動作を制御
可能であることから、内視鏡システムの処理状態とは、内視鏡装置の処理状態ともいうこ
とができる。
【０００３】
　図８は、従来における内視鏡システムの処理状態の切替例を示す図である。
　なお、図８では、内視鏡システムの処理状態が検査状態である場合を「検査中」、非検
査状態である場合を「非検査中」として示している。後述する図９及び図１０においても
同様である。
【０００４】
　図８に示した内視鏡システムでは、処理状態が非検査状態であるときに、医師又は看護
師等のユーザに依り、次の検査の患者情報（例えば患者Ａの患者情報ａ）が登録され、検
査開始指示が入力されると、処理状態が非検査状態から検査状態に切り替わる。
【０００５】
　ここで、患者情報の登録は、例えば、内視鏡装置に接続されたキーボードの操作に依り
行われる。あるいは、患者情報の登録は、バーコードリーダ、磁気カードリーダ、又は医
療用タブレット等を用いて患者情報を入力することに依り行うこともできる。検査開始指
示は、例えば、内視鏡装置の検査開始キーの押下や、非検査状態における初回の静止画記
録ボタン又はキャプチャボタンの押下に依り行われる。静止画記録ボタン及びキャプチャ
ボタンは、内視鏡装置に接続された内視鏡（「スコープ」ともいう）の操作部に設けられ
ている。あるいは、検査開始指示は、ユーザ設定に依り、非検査状態における初回の録画
ボタンの押下に依り行うこともできる。録画ボタンも内視鏡の操作部に設けられている。
もしくは、検査開始指示は、内視鏡装置のフロントパネル又は医療用タブレットに対する
操作に依り行うこともできる。
【０００６】
　内視鏡システムの処理状態が検査状態に切り替わった後は、例えば、ユーザに依る静止
画記録ボタンの押下に依り、検査画像の撮影等が行われる。
　そして、ユーザに依り検査終了指示が入力されると、内視鏡システムの処理状態が検査
状態から非検査状態に切り替わり、検査前に入力された患者情報（例えば患者Ａの患者情
報ａ）と検査中に撮影された検査画像とが対応付けられて保存される。
【０００７】
　ここで、検査終了指示は、例えば、内視鏡装置の検査終了キーの押下や、次の検査の患
者情報（例えば患者Ｂの患者情報ｂ）の登録、即ち患者情報の更新に依り行われる。ある
いは、検査終了指示は、ユーザ設定に依り、内視鏡装置の電源ボタンの操作に依り電源を
ＯＦＦさせてからＯＮさせることや、内視鏡装置から内視鏡を取り外すこと、即ち内視鏡
装置に対して内視鏡を切断することに依り行うこともできる。
【０００８】
　このとおり、図８に示した内視鏡システムでは、患者情報の登録、検査開始指示、及び
検査終了指示が、内視鏡装置に接続されたキーボードの操作や、内視鏡装置のキー操作や
、内視鏡装置に接続された内視鏡の操作部のボタン操作等に依り行われる。すなわち、患
者情報の登録、検査開始指示、及び検査終了指示は、内視鏡システムが設けられた検査室
内で行われている。
【０００９】
　なお、医療分野で使用される装置、システムに関しては、様々な提案が為されている。
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　例えば、特許文献１には、医用画像撮影装置と医用画像撮影装置から送信される医用画
像を記録するサーバとからなる医療システムであって、医用画像撮影装置における検査中
または検査終了の検査状態を、医用画像撮影装置およびサーバの各々で記憶する第１検査
状態記憶手段および第２検査状態記憶手段と、医用画像撮影装置における検査状態をサー
バに通知する機能、およびサーバからの検査終了実行指示に応じて医用画像撮影装置を検
査終了に移行させる機能を具備した第１制御手段と、医用画像撮影装置から受信した検査
状態の情報とサーバの状態とに基づいて、サーバから医用画像撮影装置の検査状態を変更
する検査終了実行指示を生成する第２制御手段と、を具備する医療システムが提案されて
いる。
【００１０】
　また、例えば、特許文献２には、医療機器システムと通信回線に依り接続された医療情
報管理装置であって、医療機器システムを用いて実施されるべき医療行為のオーダを保持
するオーダ保持部と、オーダのステータスを管理するオーダ管理部と、医療機器システム
にオーダを通知するオーダ通知部と、医療機器システムから、あるオーダに規定される医
療行為の終了通知を受領する受領部と、を備え、オーダ管理部は、受領部に依り医療行為
の終了通知が受領されると、その医療行為を規定するオーダ保持部に保持されるオーダの
ステータスを実施済に変更し、オーダ管理部は、医療機器システムからのオーダ取得要求
に対して、オーダ保持部に保持されるオーダのうちステータスが未実施のオーダを抽出す
るとともに、ステータスが実施済に変化してから設定時間以内のオーダを抽出し、抽出し
たオーダをオーダ通知部に医療機器システムへ通知させる医療情報管理装置が提案されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際公開第２０１２／０４３０９５号
【特許文献２】特開２０１４－１８８０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　図８に示した内視鏡システムでは、ネットワークを経由して遠隔から患者情報の登録、
検査開始指示、及び検査終了指示を行うことを、原則、禁止している。これは、検査終了
指示を例に説明すると、次の理由に依るものである。
【００１３】
　仮に遠隔からの検査終了指示を許可したとすると、遠隔のユーザは基本的に検査室内の
状況を把握できないことから、検査室で未だ検査の実施中であるにも関わらず検査終了指
示を行ってしまい、意図しない状況で内視鏡システムの処理状態が検査状態から非検査状
態へ切り替わってしまう虞があるからである。
【００１４】
　図９は、検査終了指示が遠隔から行われた場合の例を示す図である。
　図９に示した例では、検査室で未だ検査の実施中であるにも関わらず、受付内のユーザ
（例えばNurse A）に依って受付内の端末から院内ネットワークを経由して検査室の内視
鏡システムに対して検査終了指示が行われ、その結果、意図しない状況で内視鏡システム
の処理状態が検査状態から非検査状態へ切り替わってしまっている。
【００１５】
　一方、医療施設に依っては、患者情報の登録に限り、ネットワークを経由して遠隔から
行うことを許可している場合もある。しかしながら、この場合は、次のとおり、検査のス
ムーズな進行を妨げる虞がある。
【００１６】
　例えば、検査室内のユーザが検査終了指示を行うことを忘れてしまうと、実際には検査
が終了しているにも関わらず内視鏡システムの処理状態が検査状態のままとされてしまう
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。患者情報の登録は、内視鏡システムの処理状態が非検査状態である場合に許可されるも
のであるので、内視鏡システムの処理状態が検査状態のままでは、患者情報の登録ができ
ないことになる。そのため、この場合は、患者情報の登録を行う遠隔のユーザが検査室に
出向いて検査終了指示を行う等の対応が必要になる。
【００１７】
　図１０は、患者情報の登録が遠隔から行われた場合の例を示す図である。
　図１０に示した例では、検査室Ａにおいて検査の実施中であり、検査室Ａに設けられた
内視鏡システムの処理状態は検査状態になっている。一方、検査室Ｂにおいては、検査が
既に終了している空き検査室になっているにも関わらず、検査室Ｂ内のユーザ（例えば、
Dr.又はNurse D）が検査終了指示を行うことを忘れているために、検査室Ｂに設けられた
内視鏡システムの処理状態は検査状態のままになっている。
【００１８】
　この場合において、受付内のユーザ（例えばNurse A）が、受付内の端末から院内ネッ
トワークを経由して検査室Ａに設けられた内視鏡システムに対して患者情報の登録を行う
場合は、内視鏡システムの処理状態が検査状態であるので患者情報の登録が拒否されてし
まう。この場合は、検査室Ａで検査の実施中であるので、患者情報の登録が拒否されるこ
とは適切である。
【００１９】
　一方、受付内のユーザ（例えばNurse A）が、受付内の端末から院内ネットワークを経
由して検査室Ｂに設けられた内視鏡システムに対して患者情報の登録を行う場合も、内視
鏡システムの処理状態が検査状態のままであるので患者情報の登録が拒否されてしまう。
この場合は、検査室Ｂが空き検査室になっているので、本来ならば患者情報の登録が可能
になるべきところ、内視鏡システムの処理状態が検査状態のままであるので、患者情報の
登録ができない。そこで、この場合は、受付内のユーザが検査室Ｂまで出向いて検査終了
指示を行う等の対応を行い、内視鏡システムの処理状態を非検査状態に切り替える必要が
ある。
【００２０】
　本発明は、上記実状に鑑み、遠隔からの検査終了指示に依って内視鏡装置の処理状態を
検査状態から非検査状態へ適切に切り替えることができる内視鏡装置、処理状態切替方法
、ネットワーク装置、及び医療システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の第１の態様は、内視鏡装置であって、内視鏡が接続される接続部と、前記接続
部に対して、前記内視鏡が接続されているか否かを判別する接続判別部と、前記内視鏡装
置の処理状態を、検査状態と非検査状態とに切替可能な状態切替部と、外部装置との間で
信号を送受信する通信部と、前記通信部を経由して前記外部装置から、前記検査状態から
前記非検査状態への前記処理状態の切り替えを指示する指示信号を取得したときに、前記
接続判別部において前記接続部に対して前記内視鏡が接続されていないと判別されている
場合に、前記状態切替部に対して前記検査状態から前記非検査状態へ前記処理状態を切り
替えるための制御を行う切替制御部と、を備えることを特徴とする。
【００２２】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記切替制御部は、前記指示信号を取得
したときに、前記接続判別部において前記接続部に対して前記内視鏡が接続されていると
判別されている場合に、前記状態切替部に対して前記検査状態から前記非検査状態へ前記
処理状態を切り替えるための制御を行わない、ことを特徴とする。
【００２３】
　本発明の第３の態様は、第１の態様において、前記通信部は、前記切替制御部が前記指
示信号を取得したときに、前記接続判別部において前記接続部に対して前記内視鏡が接続
されていると判別されている場合に、検査中である旨を通知する通知信号を前記外部装置
へ送信する、ことを特徴とする。
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【００２４】
　本発明の第４の態様は、第１の態様において、前記内視鏡装置は、検査室の内部に設置
され、前記外部装置は、前記検査室の外部に設置される、ことを特徴とする。
　本発明の第５の態様は、第１の態様において、前記検査状態は、前記内視鏡装置がデー
タを生成して前記データと検査中の患者に関する患者情報とを対応付けて記録するという
処理を実行する状態を示す、ことを特徴とする。
【００２５】
　本発明の第６の態様は、内視鏡装置において実行される処理状態切替方法であって、前
記内視鏡装置の処理状態を検査状態から非検査状態へ切り替える指示を表す指示信号を外
部装置から取得したときに、前記内視鏡装置に対して内視鏡が接続されているか否かを判
別し、前記内視鏡装置に対して前記内視鏡が接続されていないと判別した場合に、前記内
視鏡装置の処理状態を検査状態から非検査状態へ切り替える、ことを特徴とする。
【００２６】
　本発明の第７の態様は、内視鏡装置とネットワーク装置とを含む医療システムであって
、前記内視鏡装置は、内視鏡が接続される接続部と、前記接続部に対して前記内視鏡が接
続されているか否かを判別する接続判別部と、前記内視鏡装置の処理状態を、検査状態と
非検査状態とに切替可能な状態切替部と、前記状態切替部を制御する切替制御部と、前記
ネットワーク装置との間で信号を送受信する第１の通信部と、を備え、前記ネットワーク
装置は、前記内視鏡装置との間で信号を送受信する第２の通信部と、前記内視鏡装置に対
して前記内視鏡が切断されたか否かを判定する判定部と、前記判定部において前記内視鏡
装置に対して前記内視鏡が切断されたと判定された場合に、前記内視鏡装置に対して前記
内視鏡が切断された旨をユーザに報知する報知部と、指示を入力する入力部と、を備え、
前記第１の通信部は、前記接続判別部の判別結果を通知する通知信号を前記ネットワーク
装置へ送信し、前記判定部は、前記第２の通信部を経由して前記内視鏡装置から取得した
前記通知信号に基づいて、前記判定を行い、前記第２の通信部は、前記入力部を経由して
検査終了指示が入力されたときに、前記検査状態から前記非検査状態への前記処理状態の
切り替えを指示する指示信号を前記内視鏡装置へ送信し、前記切替制御部は、前記第１の
通信部を経由して前記ネットワーク装置から前記指示信号を取得したときに、前記状態切
替部に対して前記処理状態を前記検査状態から前記非検査状態へ切り替えるための制御を
行う、ことを特徴とする。
【００２７】
　本発明の第８の態様は、内視鏡装置であって、内視鏡が接続される接続部と、前記接続
部に対して前記内視鏡が接続されているか否かを判別する接続判別部と、前記内視鏡装置
の処理状態を、検査状態と非検査状態とに切替可能な状態切替部と、前記状態切替部を制
御する切替制御部と、外部装置との間で信号を送受信する通信部と、を備え、前記通信部
は、前記接続判別部の判別結果を通知する通知信号を前記外部装置へ送信し、前記切替制
御部は、前記通信部を経由して前記外部装置から、前記検査状態から前記非検査状態への
前記処理状態の切り替えを指示する指示信号を取得したときに、前記状態切替部に対して
前記処理状態を前記検査状態から前記非検査状態へ切り替えるための制御を行う、ことを
特徴とする。
【００２８】
　本発明の第９の態様は、ネットワーク装置であって、内視鏡装置との間で信号を送受信
する通信部と、前記内視鏡装置に対して内視鏡が切断されたか否かを判定する判定部と、
前記判定部において前記内視鏡装置に対して前記内視鏡が切断されたと判定された場合に
、前記内視鏡装置に対して前記内視鏡が切断された旨をユーザに報知する報知部と、指示
を入力する入力部と、を備え、前記判定部は、前記通信部を経由して前記内視鏡装置から
取得した、前記内視鏡装置の接続部に対して前記内視鏡が接続されているか否かの判別結
果を通知する通知信号に基づいて、前記判定を行い、前記通信部は、前記入力部を経由し
て検査終了指示が入力されたときに、前記内視鏡装置の処理状態を検査状態から非検査状
態へ切り替える指示を表す指示信号を前記内視鏡装置へ送信する、ことを特徴とする。
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【発明の効果】
【００２９】
　本発明に依れば、遠隔からの検査終了指示に依って内視鏡装置の処理状態を検査状態か
ら非検査状態へ適切に切り替えることができる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】第１の実施形態に係る医療システムの構成例を示す図である。
【図２】ビデオプロセッサが備える、処理状態切替機能に係るハードウェア構成の一例を
示す図である。
【図３】サーバのハードウェア構成の一例を示す図である。
【図４】ビデオプロセッサにおいて実行される処理状態切替機能に係る処理とサーバにお
いて実行される処理の一例を模式的に示す図である。
【図５】処理状態切替機能に係る処理を、より模式的に示す図である。
【図６】変形例に係る医療システムにおける、ビデオプロセッサとサーバにおいて実行さ
れる処理の一例を模式的に示す図である。
【図７】第２の実施形態に係る医療システムにおいて実行される処理の一例を模式的に示
す図である。
【図８】従来における内視鏡システムの処理状態の切替例を示す図である。
【図９】検査終了指示が遠隔から行われた場合の例を示す図である。
【図１０】患者情報の登録が遠隔から行われた場合の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。
＜第１の実施形態＞
　図１は、第１の実施形態に係る医療システムの構成例を示す図である。
【００３２】
　図１において、医療システム１は、病院内に設けられたシステムであって、病院内の検
査室内に設置された内視鏡システム２と、病院内の検査室外に設置されたサーバ３と、院
内ネットワーク４を含む。
【００３３】
　内視鏡システム２は、内視鏡２１とビデオプロセッサ２２を含み、ビデオプロセッサ２
２は、内視鏡２１を接続可能に構成されている。また、図示は省略するが、内視鏡システ
ム２は、モニタや周辺機器を更に含み、ビデオプロセッサ２２は、モニタや周辺機器も接
続可能に構成されている。周辺機器は、例えば、画像記録装置である。
【００３４】
　内視鏡２１は、その一部が被検体内に挿入されて被検体内を撮像し、その撮像信号を出
力する。内視鏡２１は、被検体内を撮像するための撮像素子等を備える。撮像素子は、例
えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）である。
【００３５】
　ビデオプロセッサ２２は、内視鏡装置の一例であり、内視鏡システム２の全体動作を制
御する。ビデオプロセッサ２２は、例えば、内視鏡２１から出力された撮像信号に対して
所定の信号処理を施すことに依り画像データを生成し、生成した画像データを、ビデオプ
ロセッサ２２に接続されているモニタに表示したり、ビデオプロセッサ２２に接続されて
いる画像記録装置に記録したり、等といった処理を行う。
【００３６】
　また、ビデオプロセッサ２２は、自身の処理状態を検査状態と非検査状態とに切り替え
可能である。ここで、検査状態は、ビデオプロセッサ２２が画像データを生成し、生成し
た画像データと検査中の患者に関する患者情報とを対応付けて記録するという処理を実行
する状態を示す。また、ビデオプロセッサ２２は、サーバ３等の外部装置からの検査終了
指示信号に応じて自身の処理状態を検査状態から非検査状態へ切替可能な機能（以下「処
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理状態切替機能」という）を有する。ここで、検査終了指示信号は、ビデオプロセッサ２
２の処理状態を検査状態から非検査状態へ切替指示する信号でもある。
【００３７】
　ビデオプロセッサ２２は、処理状態切替機能に関係する構成として、接続部２２１、接
続判別部２２２、状態切替部２２３、通信部２２４、及び切替制御部２２５を備える。
　接続部２２１は、内視鏡２１が接続される接続インターフェースである。
【００３８】
　接続判別部２２２は、接続部２２１に対して内視鏡２１が接続されているか否かを判別
する。この判別は、例えば、接続部２２１に対して内視鏡２１が接続されているか否かを
検出することに依り行われる。
【００３９】
　状態切替部２２３は、ビデオプロセッサ２２の処理状態を検査状態と非検査状態とに切
り替え可能である。
　通信部２２４は、院内ネットワーク４を経由してサーバ３等の外部装置との間で信号を
送受信する通信インターフェースである。例えば、通信部２２４は、サーバ３から検査終
了指示信号を受信したり、検査終了通知信号又は検査終了不可通知信号をサーバ３へ送信
したりする。ここで、検査終了通信信号は、非検査中である旨を通知する通知信号でもあ
り、検査終了不可通知信号は、検査中である旨を通知する通知信号でもある。
【００４０】
　切替制御部２２５は、通信部２２４を経由してサーバ３から検査終了指示信号を取得し
たときに、接続判別部２２２において、接続部２２１に対して内視鏡２１が接続されてい
ないと判別されている場合に、状態切替部２２３に対して検査状態から非検査状態へ処理
状態を切り替えるための制御を行う。なお、この場合は、通信部２２４からサーバ３へ検
査終了通知信号が送信される。一方、切替制御部２２５は、検査終了指示信号を取得した
ときに、接続判別部２２２において、接続部２２１に対して内視鏡２１が接続されている
と判別されている場合は、状態切替部２２３に対して検査状態から非検査状態へ処理状態
を切り替えるための制御を行わない。なお、この場合は、通信部２２４からサーバ３へ検
査終了不可通知信号が送信される。
【００４１】
　サーバ３は、ビデオプロセッサ２２に対する外部装置の一例であり、ネットワーク装置
の一例でもある。サーバ３は、制御部３１、通信部３２、入力部３３、及び出力部３４を
備える。
【００４２】
　制御部３１は、サーバ３の全体動作を制御する。
　通信部３２は、ビデオプロセッサ２２等の外部装置との間で信号の送受信を行う通信イ
ンターフェースである。例えば、通信部３２は、入力部３３を経由して検査終了指示が入
力されると、検査終了指示信号をビデオプロセッサ２２に送信する。また、例えば、通信
部３２は、ビデオプロセッサ２２から検査終了通知信号又は検査終了不可通知信号を受信
する。
【００４３】
　入力部３３は、例えば、キーボード、マウス、タッチパネル等であって、ユーザの操作
に応じて各種の入力を行う入力装置である。例えば、入力部３３は、ユーザの操作に応じ
て、検査終了指示を入力する。
【００４４】
　出力部３４は、例えば、表示装置や印刷装置等であって、各種の情報を出力する出力装
置である。例えば、出力部３４は、通信部３２がビデオプロセッサ２２から検査終了通知
信号を受信したときに検査終了をユーザに報知するための表示を行ったり、通信部３２が
ビデオプロセッサ２２から検査終了不可通知信号を受信したときに検査終了不可をユーザ
に報知するための表示を行ったりする。
【００４５】
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　院内ネットワーク４は、有線ネットワーク、無線ネットワーク、又は有線と無線が混在
するネットワークであって、例えば、ＬＡＮ（Local Area Network）である。
　図２は、ビデオプロセッサが備える、処理状態切替機能に係るハードウェア構成の一例
を示す図である。
【００４６】
　図２に示したとおり、ビデオプロセッサ２２は、処理状態切替機能に係るハードウェア
構成として、ＣＰＵ２２０１、メモリ２２０２、入出力インターフェース２２０３、及び
通信インターフェース２２０４を備え、これらはバス２２０５に依って互いに接続されて
いる。
【００４７】
　ＣＰＵ２２０１は、処理状態切替機能に係る処理のためのプログラムを実行する演算装
置である。メモリ２２０２は、ＲＡＭ（Random Access Memory）及びＲＯＭ（Read Only 
Memory）であり、ＲＡＭはＣＰＵ２２０１のワークエリア等として使用され、ＲＯＭはプ
ログラムやプログラムの実行に必要な情報を不揮発的に記憶する。
【００４８】
　入出力インターフェース２２０３は、内視鏡２１等が接続され、内視鏡２１等との間で
信号の入出力を行う。通信インターフェース２２０４は、院内ネットワーク４に接続され
、サーバ３等の外部装置と通信を行う。
【００４９】
　なお、ビデオプロセッサ２２が有する処理状態切替機能は、図２に示したハードウェア
構成に限らず、例えば、ＦＰＧＡ（field-programmable gate array）やＡＳＩＣ（appli
cation specific integrated circuit）等の回路に依って実現されてもよい。
【００５０】
　図３は、サーバのハードウェア構成の一例を示す図である。
　図３に示したとおり、サーバ３は、ＣＰＵ３０１、メモリ３０２、入力装置３０３、出
力装置３０４、記憶装置３０５、可搬記録媒体３０８が収納される可搬記録媒体駆動装置
３０６、及び通信インターフェース３０７を備え、これらはバス３０９を経由して互いに
接続されている。
【００５１】
　ＣＰＵ３０１は、サーバ３が行う処理のためのプログラムを実行する演算装置である。
メモリ３０２は、ＲＡＭ及びＲＯＭであり、ＲＡＭはＣＰＵ３０１のワークエリア等とし
て使用され、ＲＯＭはプログラムやプログラムの実行に必要な情報を不揮発的に記憶する
。
【００５２】
　入力装置３０３は、タッチパネルやキーボード等であり、ユーザからの指示や情報の入
力に用いられる。出力装置３０４は、表示装置や印刷装置等であり、各種情報の出力に用
いられる。
【００５３】
　記憶装置３０５は、プログラム及びプログラムの実行に必要な情報や、プログラムの実
行に依り取得された情報等を不揮発的に記憶するストレージである。記憶装置３０５は、
例えば、ハードディスク装置である。可搬記録媒体駆動装置３０６は、可搬記録媒体３０
８を駆動し、その記録内容にアクセスする。可搬記録媒体３０８は、メモリデバイス、フ
レキシブルディスク、光ディスク、光磁気ディスク等である。この可搬記録媒体３０８に
は、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk Read Only Memory）、ＤＶＤ（Digital Versatile Dis
k）、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリ等も含まれる。可搬記録媒体３０８も記憶
装置３０５と同様に、プログラム及びプログラムの実行に必要な情報や、プログラムの実
行に依り取得された情報等を不揮発的に記憶するストレージである。
【００５４】
　通信インターフェース３０７は、院内ネットワーク４に接続され、ビデオプロセッサ２
２等の外部装置と通信を行う。
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　次に、ビデオプロセッサ２２において実行される処理状態切替機能に係る処理について
、図４及び図５を用いて説明する。
【００５５】
　図４は、ビデオプロセッサにおいて実行される処理状態切替機能に係る処理とサーバに
おいて実行される処理の一例を模式的に示す図である。図５は、このときの処理状態切替
機能に係る処理を、より模式的に示す図である。
【００５６】
　図４に示した処理において、検査室内のユーザＡ（例えば医師又は看護師）がビデオプ
ロセッサ２２に対して内視鏡２１を接続又は切断すると（Ｓ４０１）、その接続又は切断
を接続判別部２２２が判別し、ビデオプロセッサ２２は、その判別結果を内視鏡２１の現
在の接続状態として記憶する等して管理する（Ｓ４０２）。
【００５７】
　また、検査室外のユーザＢ（例えば看護師）が、検査終了指示をサーバ３に入力すると
（Ｓ４０３）、サーバ３は、検査終了指示信号をビデオプロセッサ２２に送信する（Ｓ４
０４）。なお、このときのビデオプロセッサ２２の処理状態は、検査状態であるとする。
【００５８】
　ビデオプロセッサ２２は、サーバ３から検査終了指示信号を受信すると（Ｓ４０５）、
管理している内視鏡２１の現在の接続状態において、内視鏡２１が接続されていないと判
別されている場合は（Ｓ４０２）、自身の処理状態を検査状態から非検査状態へ切り替え
（Ｓ４０６）、検査終了通知信号をサーバ３へ送信する（Ｓ４０７）。なお、検査室では
、検査が終了すると、ビデオプロセッサ２１に対して内視鏡２１が切断されるため、内視
鏡２１が未接続の場合は、検査が終了していると見做すことができる。
【００５９】
　サーバ３は、ビデオプロセッサ２２から検査終了通知信号を受信すると（Ｓ４０８）、
検査終了、即ち非検査中である旨をユーザＢに報知する（Ｓ４０９）。報知は、例えば、
表示に依り行われる。この報知に依り、非検査中であることを確認したユーザＢは、その
後、例えば、次の検査の患者情報の登録を行う。患者情報の登録も、検査終了指示と同様
に、サーバ３を経由してビデオプロセッサ２２に対して行われる。
【００６０】
　一方、図示は省略するが、ビデオプロセッサ２２は、サーバ３から検査終了指示信号を
受信したときに（Ｓ４０５）、管理している内視鏡２１の現在の接続状態において、内視
鏡２１が接続されていると判別されている場合は（Ｓ４０２）、自身の処理状態の切り替
えを行わず、検査終了不可通知信号をサーバ３へ送信する。サーバ３は、ビデオプロセッ
サ２２から検査終了不可通知信号を受信すると、検査終了不可、即ち検査中である旨をユ
ーザＢに報知する。この報知に依り、検査中であることを確認したユーザＢは、その後、
少なくとも非検査中であることを確認するまでは、次の検査の患者情報の登録を行わない
。
【００６１】
　なお、ビデオプロセッサ２２は、サーバ３から検査終了指示信号を受信したときに（Ｓ
４０５）、そのタイミングで接続判別部２２２が、接続部２２１に対して内視鏡２１が接
続されているか否かを判別し、その判別結果に応じて、検査状態から非検査状態への処理
状態の切り替えを行ってもよい。すなわち、内視鏡２１が接続されていないと判別された
場合は、その処理状態の切り替えを行い、内視鏡２１が接続されていると判別された場合
は、その処理状態の切り替えを行わない、としてもよい。
【００６２】
　図４を用いて説明した処理に依れば、図５の上段に示したとおり、ビデオプロセッサ２
２は、内視鏡２１が接続されている場合にサーバ３から検査終了指示信号を受信すると、
自身の処理状態の切り替えを行わず、検査終了不可通知信号をサーバ３へ送信する。これ
に依り、意図しない状況でビデオプロセッサ２２の処理状態が検査状態から非検査状態へ
切り替わってしまうことを防止することができる。
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【００６３】
　一方、図５の下段に示したとおり、ビデオプロセッサ２２は、内視鏡２１が未接続の場
合にサーバ３から検査終了指示信号を受信すると、自身の処理状態を検査状態から非検査
状態へ切り替え、検査終了通知信号をサーバ３へ送信する。これに依り、サーバ３から、
ビデオプロセッサ２２の処理状態を検査状態から非検査状態へ適切に切り替えることがで
き、検査を効率的に実施することができる。
【００６４】
　以上、第１の実施形態に依れば、遠隔からの検査終了指示に依ってビデオプロセッサ２
２の処理状態を検査状態から非検査状態へ適切に切り替えることができる。
　なお、第１の実施形態において、例えば、ビデオプロセッサ２２から内視鏡２１が取り
外された後、ビデオプロセッサ２２の処理状態が検査状態から非検査状態に切り替わる前
に、次の検査で使用する内視鏡２１がビデオプロセッサ２２に接続されてしまうと、検査
終了指示信号に依りビデオプロセッサ２２の処理状態を検査状態から非検査状態に切り替
えることができなくなってしまう。そこで、これを回避するために、医療システム１を次
のとおり変形してもよい。
【００６５】
　図６は、その変形例に係る医療システムにおける、ビデオプロセッサとサーバにおいて
実行される処理の一例を模式的に示す図である。
　図６に示したとおり、本変形例では、検査室内のユーザＡが内視鏡２１をビデオプロセ
ッサ２２に接続すると（Ｓ６０１）、ビデオプロセッサ２２は、内視鏡２１が接続された
ことを判別し、その判別結果を通知する内視鏡接続通知信号をサーバ３に送信する（Ｓ６
０２、Ｓ６０３）。サーバ３は、ビデオプロセッサ２２から内視鏡接続通知信号を受信す
ると（Ｓ６０４）、内視鏡２１の現在の接続状態の情報として、内視鏡２１が接続された
状態であることを示す情報を内視鏡情報記憶部３１１に記憶する。
【００６６】
　また、検査室内のユーザＡが内視鏡２１をビデオプロセッサ２２から取り外すと、即ち
切断すると（Ｓ６０５）、ビデオプロセッサ２２は、内視鏡２１が切断されたことを判別
し、その判別結果を通知する内視鏡切断通知信号をサーバ３に送信する（Ｓ６０６、Ｓ６
０７）。サーバ３は、ビデオプロセッサ２２から内視鏡切断通知信号を受信すると（Ｓ６
０８）、内視鏡２１の現在の接続状態の情報として、内視鏡２１が切断された状態である
ことを示す情報を内視鏡情報記憶部３１１に記憶する。
【００６７】
　また、検査室外のユーザＢが、次の検査の患者情報の登録を行うための患者情報の入力
をサーバ３に対して行うと（Ｓ６０９）、サーバ３は、その患者情報をビデオプロセッサ
２２に送信する（Ｓ６１０、Ｓ６１１）と共に、処理状態情報記憶部３１２に記憶する。
処理状態情報記憶部３１２に記憶された患者情報は、後述のとおり、ビデオプロセッサ２
２の現在の処理状態の情報と対応付けられて記憶される。ビデオプロセッサ２２は、サー
バ３からの患者情報を受信すると（Ｓ６１２）、その患者情報を、次の検査の患者の患者
情報として登録する。なお、このときのビデオプロセッサ２２の処理状態は、非検査状態
であるとする。
【００６８】
　そして、検査室内のユーザＡがビデオプロセッサ２２に対して検査開始指示を入力する
と（Ｓ６１３）、ビデオプロセッサ２２は、自身の処理状態を非検査状態から検査状態に
切り替え（Ｓ６１４）、検査開始を通知する検査開始通知信号をサーバ３へ送信する（Ｓ
６１５）。なお、ビデオプロセッサ２２に対する検査開始指示の入力は、例えば、ビデオ
プロセッサ２２に備えられた操作パネルの操作に依り行われる。サーバ３は、ビデオプロ
セッサ２２から検査開始通知信号を受信すると（Ｓ６１６）、ビデオプロセッサ２２の現
在の処理状態の情報として検査状態であることを示す情報を、処理状態情報記憶部３１２
に記憶する。この記憶では、ビデオプロセッサ２２の現在の処理状態の情報が、Ｓ６１０
で入力され記憶されている患者情報と対応付けられる。
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【００６９】
　サーバ３は、内視鏡情報記憶部３１１と処理状態情報記憶部３１２に記憶されている情
報に基づいて、報知を行う（Ｓ６１７、Ｓ６１８）。例えば、サーバ３は、内視鏡情報記
憶部３１１に記憶されている内視鏡２１の現在の接続状態の情報に基づいて、内視鏡２１
がビデオプロセッサ２２に対して切断された否かを判定し、切断されたと判定した場合は
、その旨を報知する。また、サーバ３は、内視鏡情報記憶部３１１に記憶されている内視
鏡２１の現在の接続状態の情報と、処理状態情報記憶部３１２に対応付けられて記憶され
ているビデオプロセッサ２２の現在の処理状態の情報及び患者情報を、常に報知すること
もできる。
【００７０】
　この報知に依り、内視鏡２１がビデオプロセッサ２２に対して切断されたことを確認し
た検査室外のユーザＢが、検査終了指示をサーバ３に入力すると（Ｓ６１９）、サーバ３
は、検査終了指示信号をビデオプロセッサ２２に送信する（Ｓ６２０）。ビデオプロセッ
サ２２は、サーバ３から検査終了指示信号を受信すると（Ｓ６２１）、自身の処理状態を
検査状態から非検査状態へ切り替え（Ｓ６１４）、検査終了を通知する検査終了通知信号
をサーバ３へ送信する（Ｓ６２２）。サーバ３は、ビデオプロセッサ２２から検査終了通
知信号を受信すると（Ｓ６２３）、検査終了、即ち非検査中である旨をユーザＢに報知す
る（Ｓ６２４、Ｓ６２５）。また、サーバ３は、ビデオプロセッサ２２の現在の処理状態
の情報として非検査状態であることを示す情報を、処理状態情報記憶部３１２に記憶する
。
【００７１】
　この報知に依り、非検査中であることを確認したユーザＢは、例えば、次の検査の患者
情報の登録を行うための患者情報の入力を行い（Ｓ６０９）、以下、上述の処理と同様の
処理が行われる。
【００７２】
　本変形例に依れば、サーバ３にて、内視鏡２１の現在の接続状態や、ビデオプロセッサ
２２の現在の処理状態を管理することができる。また、検査室外のユーザＢは、サーバ３
に依る報知に依り、内視鏡２１がビデオプロセッサ２２に対して切断されたことを確認す
ることができるので、適切なタイミングで検査終了指示及び患者情報の登録を行うことが
できる。
【００７３】
　なお、本変形例において、ビデオプロセッサ２２が、サーバ３から検査終了指示信号を
受信したときに（Ｓ６２１）、接続部２２１に対して内視鏡２１が接続されているか否か
を判別してもよい。そして、接続部２２１に対して内視鏡２１が接続されていないと判別
した場合に限り、自身の処理状態を検査状態から非検査状態へ切り替える（Ｓ６１４）、
としてもよい。
＜第２の実施形態＞
【００７４】
　従来の内視鏡システムにおいては、次の検査の検査情報としてサーバ等のネットワーク
装置から振り分けられた検査情報をビデオプロセッサに設定し、設定した検査情報を観察
モニタに表示させることに依り、次の検査の検査情報をユーザが確認可能にしたものがあ
る。但し、観察モニタは、内視鏡画像をメインに表示する必要があり、文字情報の表示領
域には限りがあるため、観察モニタに常に表示される文字情報は、検査情報に含まれる患
者情報（患者ＩＤ（identifier）と患者名）に限定されている。そのため検査室内では、
ビデオプロセッサに設定された検査情報に含まれる、患者の検査予定日や検査種別等とい
った、患者情報以外の情報を確認することができず、ネットワーク装置から振り分けられ
た検査情報の誤り、例えば検査予定日が異なる等、にユーザが気づかず、検査を取り違え
る虞があった。
【００７５】
　そこで、観察モニタの文字情報の表示領域に影響無く、ユーザが検査予定日や検査種別



(14) JP 2020-49040 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

等の検査情報も確認できる仕組みが必要である。
　第２の実施形態では、その仕組みを提案する。
【００７６】
　図７は、第２の実施形態に係る医療システムにおいて実行される処理の一例を模式的に
示す図である。なお、第２の実施形態に係る医療システムの構成は、基本的に第１の実施
形態と同様であるとし、第２の実施形態に係る医療システム、サーバ、内視鏡システム、
及びビデオプロセッサに対して第１の実施形態と同様の符号を付している。
【００７７】
　図７に示したとおり、この処理では、まず、検査室内のユーザＡが、ビデオプロセッサ
２２の操作パネルを操作して（Ｓ７０１）、ビデオプロセッサ２２に対して検査情報の表
示先を設定する。本実施形態において設定可能な表示先は、ビデオプロセッサ２２の表示
パネル、又は、ビデオプロセッサ２２に接続されている内視鏡用モニタ２３である。
【００７８】
　その後、検査室外のユーザＢが、サーバ３に対して、次の検査の検査情報を選択するた
めの入力を行うと（Ｓ７０２）、サーバ３は、その入力に応じて選択した検査情報をビデ
オプロセッサ２２に送信する（Ｓ７０３）。
【００７９】
　ビデオプロセッサ２２は、サーバ３から検査情報を受信すると（Ｓ７０４）、受信した
検査情報を、次の検査の検査情報として設定する（Ｓ７０５）。
　次に、ビデオプロセッサ２２は、設定されている検査情報の表示先が自身の表示パネル
である場合、Ｓ７０５で設定した検査情報を自身の表示パネルに表示する（Ｓ７０６、Ｓ
７０７）。一方、設定されている検査情報の表示先が内視鏡用モニタ２３である場合は、
Ｓ７０５で設定した検査情報を含む検査情報ウィンドウを生成する（Ｓ７０８）。なお、
Ｓ７０６、Ｓ７０７でビデオプロセッサ２２の表示パネルに表示される検査情報と、Ｓ７
０８で生成された検査情報ウィンドウに含まれる検査情報は、Ｓ７０５で設定された検査
情報の全てでもよいし、検査情報に含まれる少なくとも検査予定日や検査種別等を含む一
部の情報でもよいし、患者情報を除く検査情報でもよい。
【００８０】
　次に、ビデオプロセッサ２２は、内視鏡用モニタ２３の文字情報表示領域に表示させる
文字に関する文字情報に基づいて文字情報画像を生成する（Ｓ７０９）。この文字情報に
は、Ｓ７０５で設定された検査情報に含まれる患者情報が含まれる。
【００８１】
　また、ビデオプロセッサ２２は、内視鏡２１から撮像信号を取得して（Ｓ７１０）、内
視鏡画像を生成する（Ｓ７１１）。ここで生成される内視鏡画像は、内視鏡用モニタ２３
の内視鏡画像表示領域に表示される画像である。
【００８２】
　そして、ビデオプロセッサ２２は、設定されている検査情報の表示先に応じて、次のと
おり内視鏡観察画面を生成する（Ｓ７１２）。
　設定されている検査情報の表示先が自身の表示パネルである場合は、Ｓ７０９で生成し
た文字情報画像と、Ｓ７１１で生成した内視鏡画像とに基づいて内視鏡観察画面を生成す
る。この内視鏡観察画面は、従来の内視鏡観察画面に相当する。
【００８３】
　一方、設定されている検査情報の表示先が内視鏡用モニタ２３である場合は、Ｓ７０８
で生成した検査情報ウィンドウと、Ｓ７０９で生成した文字情報画像と、Ｓ７１１で生成
した内視鏡画像とに基づいて内視鏡観察画面を生成する。この内視鏡観察画面は、従来の
内視鏡観察画面に相当する画面上に検査情報ウィンドウが重畳された画面となる。
【００８４】
　次に、ビデオプロセッサ２２は、生成した内視鏡観察画面を映像信号として内視鏡用モ
ニタ２３に出力する（Ｓ７１３、Ｓ７１４）。
　内視鏡用モニタ２３は、ビデオプロセッサ２２からの映像信号が入力されると（Ｓ７１
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５）、その映像信号に応じた内視鏡観察画面を表示する（Ｓ７１６、Ｓ７１７）。これに
依り、ユーザＡが設定した検査情報の表示先がビデオプロセッサ２２の表示パネルであっ
た場合は、内視鏡用モニタ２３において、患者情報を含む文字情報と内視鏡画像とが表示
される。一方、ユーザＡが設定した表示先が内視鏡用モニタ２３であった場合は、内視鏡
用モニタ２３において、患者情報を含む文字情報と内視鏡画像とが表示されると共に、そ
の上に検査情報がウィンドウ表示される。
【００８５】
　なお、検査情報の表示先として内視鏡用モニタ２３が設定されている場合は、検査室内
のユーザＡがビデオプロセッサ２２の操作パネルを操作することに依って（Ｓ７１８）、
内視鏡用モニタ２３における検査情報のウィンドウ表示をＯＮ／ＯＦＦさせることが可能
である。例えば、検査室内のユーザＡが、そのウィンドウ表示をＯＦＦさせる操作をした
場合は、その後、そのウィンドウ表示をＯＮさせる操作が行われるまで、ビデオプロセッ
サ２２は、Ｓ７０８での検査情報ウィンドウの生成を停止し、Ｓ７１２では、内視鏡観察
画面の生成が、Ｓ７０９で生成された文字情報画像と、Ｓ７１１で生成された内視鏡画像
とに基づいて行われる。
【００８６】
　以上、第２の実施形態に依れば、ユーザの設定に依り、検査情報をビデオプロセッサ２
２の表示パネルに表示させることができる。この場合は、内視鏡用モニタ２３の文字情報
表示領域に影響を与えることなく、ユーザが検査予定日や検査種別等の検査情報を確認す
ることができる。
【００８７】
　また、ユーザの設定に依り、検査情報を内視鏡用モニタ２３にウィンドウ表示させるこ
ともできる。この場合は、内視鏡用モニタ２３に表示された内視鏡画像及び文字情報の上
に、検査情報がウィンドウ表示されるものの、そのウィンドウ表示は、ユーザの操作に依
り、ＯＮ／ＯＦＦさせることができるので、内視鏡用モニタ２３に表示された内視鏡画像
及び文字情報の確認に影響を与えることなく、ユーザが検査予定日や検査種別等の検査情
報を確認することができる。
【００８８】
　以上、本発明は、上記実施形態にそのまま限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示さ
れている複数の構成要素の適宜な組み合わせに依り、様々の発明を形成できる。例えば、
実施形態に示される全構成要素のいくつかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる
実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００８９】
１　　　　　医療システム
２　　　　　内視鏡システム
３　　　　　サーバ
４　　　　　院内ネットワーク
２１　　　　内視鏡
２２　　　　ビデオプロセッサ
２３　　　　内視鏡用モニタ
３１　　　　制御部
３２　　　　通信部
３３　　　　入力部
３４　　　　出力部
２２１　　　接続部
２２２　　　接続判別部
２２３　　　状態切替部
２２４　　　通信部
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２２５　　　切替制御部
３０１　　　ＣＰＵ
３０２　　　メモリ
３０３　　　入力装置
３０４　　　出力装置
３０５　　　記憶装置
３０６　　　可搬記録媒体駆動装置
３０７　　　通信インターフェース
３０８　　　可搬記録媒体
３０９　　　バス
３１１　　　内視鏡情報記憶部
３１２　　　処理状態情報記憶部
２２０１　　ＣＰＵ
２２０２　　メモリ
２２０３　　入出力インターフェース
２２０４　　通信インターフェース
２２０５　　バス

【図１】 【図２】
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